
三田市立学校給食センター設置条例新旧対照表 

現行 改正案 

第 1条 省略 第 1条 省略 

(名称及び位置) (名称及び位置) 

第 2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第 2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

三田市立狭間が丘給食センター 三田市狭間が丘 3丁目 34 番地 

三田市立ゆりのき台給食センター 三田市ゆりのき台 6丁目 8番地 

三田市立清水山給食センター 三田市志手原 1143 番地 
 

名称 位置 

  

三田市立ゆりのき台給食センター 三田市ゆりのき台 6丁目 8番地 

三田市立清水山給食センター 三田市志手原 1143 番地 
 

以下省略 以下省略 

 


